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2017年 10月 1日以降始期カロ入用

商 工 会 会 員 の み な さ ま ヘ

業 務 災 害 保 険 のご案 内
(業務災害補償保険)

補償内容や保険料に

満足されていますか?

商工会の

会員ですか?

保険料は割1等が

適用されてtlま すか
'

補償の見直しをされる場合など セカンド

オビニオンとしてさまざまなこ提案をいたします

まずは商工会に
ご入会ください

44%割引※1+リスク診断割引0～ 20%※ 2最
大約55%割引

※1被保険者数割ヨ (最大 20・●)損害宰によるJJ弓 (最大30%)が適用されます
※2業務災害補償保険告知事項申告書による告知内容により 最大 20・ 1書 !弓 が適用されます.

スピーデイーな保険金支払い!

労災事故が発生した場合 蜘荷労災保険の認定とは別に保険金をお支払いします(*).∞
:5繋憬鐵餞層[[畳網影言当戴ず鶏酬締鼈 副璧儒語肝
また 使用者賠償責任補償持的については政府労災保険からの綸付額を差し引いた額を保険金としてお支払い
するため 政府労災保険に力0入してtlる場合は 政府労災保険への給付請求が必要となります。

経営事項審査のカロ点 対 象 !好成纂 羽 1日現0
経営事項審査の書査項目に定める「法定外労働災害補侵制度の力0入Jこ該当し
防 慟福祉の状況 (Wl)]こ おいて15ポイントの力]点評価が得られます。

(注 1)死亡補償屎険金および後遺障害補償保険金をともに補償すること等 所定の雲件を満たすことが必要です.

(注 2)自 Il車嬌桑中補ti対 象外特約をセットした場合 経,1事項容査の力]点対象外となる可能性があります

充実した付帯サービス!

貴社の人事 労務に関するお悩みにお答えする充実の付帯サービスです.

メンタルベルスに関わる人事マネジメントや法律 税務相談などに 専門スタッフが電話で
アドバイスします。 (すべての契約に付帯されます。)

「ス トレステェック支援サー ビスj

ストレスチェック実施のためのWEB環境をご提供します.個人分析組筋 析の結果をW[B上でフィード′ウクします。

法律 税務・人事労務相談

「人事・労務相談デスクJ

詳しくま罰 をご覧ください



死亡補償保険金 eⅢ_壼ロー■最

従業員等が死亡した場合

例)業 務中に足場を踏み外して高所から

転落し ケガをして亡くなつたため

事業者が補償金を支出した。

後遺障害補償保険金

従業員等に後遺障害が残つた場合
例)業務中に重機の下敷きになつてケガを

して 後這障害が残ったため 事業者が

補償金を支出した.

入院補償保険金 咆轟二回錢醜』

従業員等が入院した場合

例)業務中に工場内での4業によリケガを

して 入現したため 事業者が補償金を

支出した

手術補償保険金

従業員等が手術を受けた場合

例)出勁途中に交通事故でケガをして入眈
し 手 IIを 受けたため 事業者が補償金

を支出した。

運院補償保険金

―
従業員等が通院した場合
例)業 務中に会社の階段で転んでケガを

して 通院 したため 事業者が補償金

を支出した。

労災認定身体障害追加補償犠約

従業員等の脳疾患、心神喪失等が
労災認定された場合

例)過労が原因で急性心筋梗塞を発症して 亡く

なったため 事業者が補償金を支出した
(注殷 員等については ll● 府労災保険の特え

力]入 者である場合のみ 補償対象となります.

使用者賠償責任補償特約 軸
業務上の事由によるlll入 期 l・5中 の従業員等のケガまたは病気の
ために 事業者等が負担する法律上の損害賠償責任や訴訟費用等
を補償します。

事業者費用補償 (ベーシック)特約饉響]D
O死亡補償保険金または後遺障害補償保険
金をお支lAいする場合で 事故の発生の日
からその日を含めて130日 以内に事業者
が実際に負担した 葬儀費用や花代等の

臨時の費用を補償します。

0再発防止対応等のためのコンサルティング

費用 (*)を補償します.

(*)弓 受保険会社の吉面による同意を得て

支出した日本国内で行うものに限ります

うつ病等の精神障害により体職した従業員
等の 職場復帰に係る費用等を補償します .

(注 )労 災保険法等の給付が決定した精神
障害に限ります.

役員等については 政府労災保険の
特別加入者である場合のみ 補償対象
となります .

ハラスメント 不当解雇等の不当行為に起因
して 従業員等よリカ]入期間中に事業者等
に対して損害賠償請求がなされたことに
より 事業者等が負担する法律上の損宮
II.・ 償責任や訴訟費用等を補償します.

従業員等が業務に従事している間に身体
障害を被つた場合または「雇用慣行賠償
責任補償特約Jに 規定する損害賠償請求
がなされた場合 もしくは損害賠償請求
がなされたものとみなされる場合で その
事象の発生の日からその口を含めて130
日以内に事業者が実際に員lBした 葬儀
費用や花代等の臨時の費用を補償します.

再発防止対応等のためのコンサルティング
費用 (ネ )を芍償します.

死亡事故等が発生したことにより失つた
ブランドイメージの回復のための広告宣
伝活動等に要した費用 コンサルティング
費用(*)を補償します.

(*)引 受保険会社の言面による同意を得て
支出した日本国内で行うものに根ります

●このチラシは保険の4寺徴を説明したものです。詳組は′ヾンフレット「業務災害保険Jをご覧くださし、

くご連絡先>
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【弓受保険会社1三井住友海上火災保険株式会社

■商工会名■■ 募集代理店 ■

三井住友海上火災保険株式会社
〒460-0003

名古屋市中区栄2915三井住友海上名古屋しらかわビル8階

祐司

滋

携帯番号 :09051199300
携帯番号 :08051666046

日 進 市 商 工 会
〒47●0122愛知県日進市蟹甲ml中 島35番地
TEL:0561-73-8000  FAX:0561-73-8003
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